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令和６年度第１回 羽村市地域包括支援センター運営協議会　会議録

 日　時 令和６年７月 16 日（火曜日）午後１時 15 分～午後２時 35分

 会　場 羽村市役所２階　203・204 会議室

 出席者 委員・道佛雅克、沖倉功、塚田和彦、中村正人、林田香子、古川光昭、平岩静子、横田洋

子、青山雅代、杣谷拓真、野村由紀子、吉岡泰孝

 欠席者 高橋司、小宮國暉

 議　題 
 

１　会長あいさつ 

２　議事 

　（１）所掌事項について 

（２）令和５年度における地域包括ケア推進のための取組について 

（３）令和６年度における地域包括ケア推進のための取組について 

３　その他

 傍聴者 なし

 配布資料 事前配布 

資料１　地域包括支援センターについて 

資料２　地域包括支援センター運営協議会について 

資料３　指定介護予防支援事業所の指定等について 

資料４　指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指

定等について 

資料５　令和５年度地域包括ケア推進のための地域包括支援センター事業の実施結果 

資料６　令和５年度介護予防・生活支援サービス事業対象者数及び給付管理件数 

資料７　令和５年度介護予防・生活支援サービス事業利用状況 

資料８　令和５年度介護予防サービス計画作成業務委託実績 

資料９　令和５年度羽村市地域包括支援センター相談内容 

資料 10　令和５年度羽村市地域ケア会議実施実績 

資料 11　令和６年度羽村市地域包括支援センター事業実施方針 

資料 12　令和６年度地域包括ケア推進のための地域包括支援センター事業 

資料 13-1 令和６年度羽村市地域包括支援センターあさひ事業実施計画書 

資料 13-2 令和６年度羽村市地域包括支援センターあゆみ事業実施計画書 

資料 13-3 令和６年度羽村市地域包括支援センターあかしあ事業実施計画 

机上配布 

・羽村市地域包括支援センター運営協議会の会議の傍聴に関する定め 

・羽村市審議会等の会議録の作成及び公表等に関する基準 

・羽村市地域包括支援センター運営協議会委員名簿 

・「わたしの未来計画」パンフレット 

・みんなのあんしん介護保険（令和６年度版）リーフレット

 会議の内容 

 

 

 

（事務局）令和６年度第１回羽村市地域包括支援センター運営協議会を開会いたします。 

１　会長あいさつ 

（会長）委員の皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。円滑な議事の進行

にご協力いただきますよう、お願いいたします。 
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 会議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事前の確認について 

（１）配布資料の確認について 

（事務局）配布資料の確認及び資料６の差し替えについて 

（２）協議会の傍聴に関する定めについて 

（事務局）机上配布の「羽村市地域包括支援センター運営協議会の会議の傍聴に関する定

め」と「羽村市審議会等の会議録の作成及び公表等に関する基準」について説明。 

（会長）それでは皆さんにお諮りします。運営協議会の傍聴及び議事録の取り扱いについ

ては、事務局の案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（委員）異議なし。 

（３）傍聴について 

（事務局）本日、傍聴人はおりません。 

 

２　議事について 

（１）所掌事項について 

（会長）所掌事項に移ります。「地域包括支援センターについて」「地域包括支援センター

運営協議会について」は関連がございますので、事務局より一括で説明をお願いします。 

（事務局）資料１、資料２について説明。 

（会長）ただ今の説明について、何か質問はございますか 

（委員）質疑なし 

（会長）つづきまして「指定介護予防支援事業所の指定等について」「指定地域密着型サー

ビス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定などについて」は関連が

ございますので、事務局より一括で説明をお願いします。 

（事務局）資料３、資料４について説明。 

（会長）ただ今の説明について、何か質問はございますか。 

（委員）質疑なし。 

 

（２）令和５年度における地域包括ケア推進のための取組について 

（会長）つづきまして議事(２) 令和５年度における地域包括ケア推進のための取組につい

て説明をお願いします。こちらの内容につきましては、内容に関連がありますので、一

括で説明をお願いします。 

（事務局）資料５、資料６、資料７、資料８、資料９、資料 10 を説明。 

（会長）資料５の説明について、何か質問はございますか。 

（委員）高齢者虐待というと、どんなものを虐待と呼ぶのでしょうか。 

（事務局）虐待というと、身体的な暴力が初めに思い浮かぶと思いますが、その他にも、 

同居する親族が高齢者のお金を使ってしまう経済的虐待や、適切な介護をしないネグレ

クト等があります。介護が必要な高齢者に医療や介護サービスを受けさせない、高齢者

のお金を自分の生活費に充ててしまう事例が生じています。また、自分自身の判断によ

り、必要な介護サービス等を拒否するセルフネグレクトというものもあります。 

（会長）資料６の説明について、何か質問はございますか。 

（委員）質疑なし。 

（会長）資料７の説明について、何か質問はございますか。 
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 会議の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員）通所型サービスの接骨院の転倒予防体操は実績がありません。事務局はどのよう 

にお考えですか。 

（事務局）市内３か所の接骨院に委託していますが、当事業には送迎がありません。その

ため利便性が悪いとのことで、送迎付きの通所型サービスを選択される方が多いです。 
（委員）この事業を続けていく意味があるのでしょうか。 

（事務局）今後、事業の継続について検討していきます。 

（会長）資料８の説明について、何かご質問はございますか 

（委員）質疑なし 

（会長）資料９の説明について、何かご質問はございますか。 

（委員）総合相談の割合の中で、介護保険に関することが多い。この介護保険に関する相 

談とはどのようなものが多いですか。 

（事務局）介護認定の申請をしたいというご相談が多いです。また、健康面に不安があり

介護保険サービスを使った方がいいのかどうかという相談もあります。 
（会長）資料 10の説明について、何かご質問はございますか。 

（委員）地域ケア会議の資料の中に「同じ疾患をもつ人同士のコミュニティーがあると良

い」と記載がありますが、こういったコミュニティー等の社会資源の一覧を市民に案内

しているのでしょうか。 

（事務局）地域ケア会議の話し合いの中で、「こういった社会資源があれば望ましい」とい

う意見をいただいている段階です。現時点でご案内できる資料は用意できていません。 

（委員）介護のことは、地域包括支援センターに行けばわかるということが浸透していな

いと思います。こんな社会資源があって、こういう時は地域包括支援センターに相談に

行けばいいということがわかりやすくなるといいと思います。特に介護が必要になる前

の段階の方は、介護保険の仕組みがわからない、どうすれば介護認定を受けられるのか、

知らない方もいます。関係者が思っている以上に、介護保険の情報が浸透していないの

ではないでしょうか。 

（事務局）普及啓発のために、市では介護予防通信というメール配信を月 1 回しており、

フレイル予防の情報や、この時期ですと熱中症予防等の情報提供を定期的に行っていま

す。今回ご意見をいただきましたので、「介護保険について」「相談先は地域包括支援セ

ンター」等の情報提供を周知していくのも有用だと思います。貴重なご意見をいただき、

ありがとうございます。 

（会長）他に質問はありますか。無ければ次の議事(３)令和６年度における地域包括ケア

推進のための取組について、事務局から説明をお願いします。 

 

（３）令和６年度における地域包括ケア推進のための取組について 

（事務局）資料 11、資料 12、資料 13-1、資料 13-2、資料 13-3 を説明。 

（会長）ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございますか。 

（委員）「私の未来計画」の配布数が 150 部と予定されていますが、どのような対象を見込

んでの数字でしょうか。 

（事務局）町内会館で開催されているまいまいず健康教室が市内に 10か所あり、どの教室

も参加者数が 10 人程度であること。加えて、住民主体の通いの場が市内に 17 グループ

あり、各々参加者が数名程度いらっしゃいます。これらの教室やグループに配布するこ
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 会議の内容 とを想定して、150 部を予定しています。 

（委員）こういったツールを、たくさんの人に活用してもらえると良いと思います。 

（委員）令和５年度末時点で、認知症サポーター養成者数はどのくらいですか。認知症サ

ポーターのその後の活動状況について、何かリサーチをしていますか。 

（事務局）認知症サポーター養成講座は平成 21年から実施しており、令和５年までの養成

者数は 5,000 人程度です。認知症サポーター養成講座を修了された方については、年に

１回開催している認知症ステップアップ講座をご案内し、さらに理解を深めていただく

取組を行っています。ステップアップ講座に参加した方には、認知症支援ボランティア

として活動していただくようご案内しています。具体的には、認知症カフェの企画、給

仕、認知症の方を介護するご家族の話し相手等の活動をしていただいています。 

（委員）本来の目的は、認知症サポーター養成者数を増やすことでも、認知症カフェなど

の集まりで活躍してもらうためでもないと思います。道端で困っている認知症の方に誰

もが手助けできるようなまちをつくるということが本来の主旨だと考えます。そういう

考えを啓蒙していくと、さらに良いと思います。 

（委員）会社に迷い人が来ることがある。ただ単純に警察に連絡するのでなく、必要な場

所に情報連携をできると良いと考えました。 

（会長）ありがとうございます。他にご意見ご質問はございますか。全体を通してご質問

などはありますか。 

（委員）なし。 

（会長）無いようですので、これですべての議事を終了します。委員の皆様には円滑な議

事の進行にご協力いただきありがとうございます。司会を事務局に移します。 

（事務局）会長ありがとうございました。最後に６その他です。 

・次回日程について（令和７年２月を予定） 

以上をもちまして、令和６年度第１回羽村市地域包括支援センター運営協議会を終了さ

せていただきます。委員の皆さま、ありがとうございました。


